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広報いで　IDE TOWN PUBLIC RELATIONS

　井手町豊かな緑と清流を守る協議会による「森
林整備体験教室」が２月22日（日）、大正池グ
リーンパークで行われ、参加した子どもたちが
本格的な間伐作業や、花炭作りに挑戦しました。
（P02）
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町の人口（3月１日現在）
男性 3,852 人
女性 4,039 人

計 7,891 人
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い
で
の
ま
ち
か
ど

オ
ウ
ツ

チ
ン
グ

大
正
池
で
森
林
整
備
体
験
教
室

　

井
手
町
豊
か
な
緑
と
清
流
を
守

る
協
議
会
（
中
坊
睦
会
長
）
が
主

催
す
る
「
森
林
整
備
体
験
教
室
」

が
２
月
22
日
（
日
）、
今
年
も
大
正

池
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
で
行
わ
れ
、

参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
が
本
格
的

な
間
伐
作
業
や
、
花
炭
作
り
に
挑

戦
し
ま
し
た
。

　

幅
広
い
世
代
に
森
林
保
全
へ
の

理
解
を
深
め
て
も
ら
い
、
息
の
長

い
保
全
活
動
に
つ
な
げ
て
い
こ
う

と
、
同
協
議
会
が
毎
年
開
い
て
い

る
事
業
で
、
今
回
で
８
回
目
と
な

り
ま
し
た
。

　

Ｉ
Ｄ
Ｅ
ゆ
う
ゆ
う
ス
ポ
ー
ツ
ク

ラ
ブ
の
子
ど
も
た
ち
を
は
じ
め
、

18
人
が
参
加
。
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク

内
の
森
林
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が

間
伐
の
目
的
な
ど
に
つ
い
て
説
明

を
受
け
た
あ
と
、
幹
の
太
さ
が
直

径
30
セ
ン
チ
ほ
ど
あ
る
ヒ
ノ
キ
の

間
伐
作
業
を
体
験
。

　

交
代
で
ノ
コ
ギ
リ
を
ひ
い
て
ヒ

ノ
キ
を
切
り
倒
し
た
あ
と
、
枝
を

は
ら
い
一
定
の
長
さ
に
切
り
分
け

る
作
業
に
汗
を
流
し
て
い
ま
し
た
。

　

会
場
で
は
、
昼
食
を
は
さ
ん
で

午
後
か
ら
、
木
の
枝
や
松
ぼ
っ
く

り
な
ど
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
炭
に

す
る
「
花
炭
」
作
り
や
焼
き
芋
作

り
を
体
験
し
た
ほ
か
、
き
の
こ
の

菌
打
ち
作
業
に
も
挑
戦
。
森
林
で

の
一
日
を
満
喫
し
て
い
ま
し
た
。

　

高
齢
者
教
養
講
座
「
井
手
玉
川

大
学
」
の
閉
講
式
と
平
成
26
年
度

の
最
終
講
座
が
２
月
16
日
（
月
）、

自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー
で
開

か
れ
ま
し
た
。
式
で
は
、
受
講
者

を
代
表
し
て
小
川
來
美
さ
ん
に
修

了
証
書
、
同
じ
く
相
良
忠
由
さ
ん

に
皆
勤
賞
が
、
そ
れ
ぞ
れ
松
田
定

教
育
長
か
ら
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

高
齢
者
の
社
会
活
動
に
参
加
す

る
意
欲
と
実
践
力
を
高
め
よ
う
と
、

毎
年
開
い
て
い
る
講
座
で
、
今
年

度
は
２
１
４
人
が
参
加
し
て
全
７

回
シ
リ
ー
ズ
で
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。

　

修
了
証
書
は
、
６
回
目
の
講
座

ま
で
に
５
回
以
上
出
席
し
た
受
講

者
が
対
象
で
、
今
回
は
68
人
に
贈

ら
れ
ま
し
た
。

　

今
年
度
最
後
と
な
っ
た
講
座
で

は
、「
思
春
期
の
意
味
と
孫
と
祖
父

母
の
良
い
関
係
づ
く
り
」
と
題
し

て
、
親
と
こ
こ
ろ
の
エ
ン
パ
ワ
メ

ン
ト
研
究
所
の
馬
見
塚
珠
生
さ
ん

が
講
演
し
ま
し
た
。　

受
講
者
68
人
に
修
了
証
書

　

井
手
玉
川
大
学
が
閉
講
式

ヒノキの間伐作業の様子

幹の直径 30cm　ヒノキの間伐に挑戦幹の直径 30cm　ヒノキの間伐に挑戦

花炭作りを楽しむ参加者の皆さん

　松田教育長から修了証書を受け取る小川さん



広報いで H27-033

　同じ月内にひとつの医療機関等で支払う医療費が限度額を超える場合
は、あらかじめ国民健康保険に「限度額適用認定証」の交付を申請し、
医療機関等で提示すると支払いが限度額までとなります。（入院・外来
は別計算になります。）

■７０歳未満の方
平成２７年１月より制度改正のため限度額が変更となりました。

【医療費が高額になると見込まれる方へ】

変更前（平成２６年１２月３１日診療まで）
所得区分 ３回目までの限度額 ４回目以降の限度額

A 上位所得者 150,000 円＋（総医療費　－ 500,000 円）× 1％ 83,400 円

B 一般 80,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）× 1％ 44,400 円

C 住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

変更後（平成２７年１月１日診療より）
区分　 総所得金額等　 ３回目までの限度額 ４回目以降の限度額

ア 901 万円超 252,600 円＋（総医療費－ 842,000 円）× 1％ 140,100 円

イ 600 万円超
901 万円以下 167,400 円＋（総医療費－ 558,000 円）× 1％ 93,000 円

ウ 210 万円超
600 万円以下 80,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）× 1％ 44,400 円

エ 210 万円以下 57,600 円 44,400 円

オ 住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

＊ 1 総医療費・・・保険診療にかかる費用の総額（10 割分）
＊ 2 総所得金額等・・・総所得金額から基礎控除額 33 万円を控除した額

■７０歳以上の方
制度改正による限度額の変更はありません。

所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得者 44,400 円
３回目まで 80,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）× 1％
４回目以降 44,400 円

一　　般 12,000 円 44,400 円

低所得者Ⅱ 8,000 円 24,600 円

低所得者Ⅰ 8,000 円 15,000 円

( 注 )70 歳以上で課税世帯の人は、高齢受給者証を提示すると支払いが限度額までになりますので、認定証は必
要ありません。

◇お問い合わせは、保健医療課（℡８２－６１６６）まで

国保にご加入の皆様へのお知らせ

1＊

2＊
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平
成
25
年
度
の
一
般
会
計
と
６

つ
の
特
別
会
計
（
国
民
健
康
保
険
・

多
賀
地
区
簡
易
水
道
・
後
期
高
齢

者
医
療
・
介
護
保
険
・
公
共
下
水

道
事
業
・
多
賀
財
産
区
）、
井
手

町
水
道
事
業
会
計
の
決
算
は
、
昨

年
９
月
の
定
例
町
議
会
に
提
案
さ

れ
、
閉
会
中
の
継
続
審
議
に
付
さ

れ
た
の
ち
、
昨
年
の
12
月
定
例
町

議
会
で
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

各
会
計
に
お
け
る
決
算
は
表
１

の
と
お
り
で
す
。

　

一
般
会
計
の
決
算
額
は
、
歳
入

48
億
１
８
２
６
万
４
千
円
に
対

し
、
歳
出
42
億
８
８
８
５
万
８
千

円
で
、
差
し
引
き
形
式
収
支
で

は
、
5
億
２
９
４
０
万
４
千
円

の
黒
字
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の

う
ち
、
翌
年
度
へ
の
繰
越
明
許

財
源
１
億
１
９
７
６
万
５
千
円

を
差
し
引
い
た
実
質
収
支
は

４
億
９
６
３
万
８
千
円
と
な
り
、

こ
れ
が
平
成
26
年
度
へ
の
繰
越
金

と
な
り
ま
し
た
。

　

監
査
委
員
の
報
告
で
は
「
平
成

25
年
度
に
お
い
て
も
、
第
４
次
井

手
町
総
合
計
画
で
掲
げ
る
将
来
の

ま
ち
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
に
沿
い
、

複
雑
多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
に

的
確
に
対
応
し
、
そ
の
目
標
達
成

に
向
け
て
着
実
に
重
要
な
施
策
に

取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
現
在
の
井

手
町
を
取
り
巻
く
経
済
状
況
と
し

て
、
月
例
経
済
報
告
な
ど
で
は
、

景
気
回
復
の
兆
し
が
み
ら
れ
る
と

さ
れ
て
い
る
が
、
本
町
へ
の
波
及

が
ま
だ
ま
だ
感
じ
ら
れ
な
い
状
況

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
自

主
財
源
の
乏
し
い
本
町
に
つ
い
て

は
、
今
後
も
財
政
運
営
を
経
済
的
、

効
率
的
か
つ
合
理
的
に
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ

り
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
審
査

を
実
施
し
た
結
果
、
非
常
に
厳
し

い
環
境
下
に
あ
っ
て
、
限
ら
れ
た

財
源
を
有
効
に
活
用
し
、
最
小
の

経
費
で
最
大
の
効
果
を
上
げ
る
た

め
、
施
策
の
緊
急
度
・
重
要
性
や

経
済
性
・
効
率
性
・
有
効
性
等
を

判
断
さ
れ
、
健
全
な
行
財
政
運
営

に
努
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
随

所
で
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
」
と
総
括
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
「
今
後
も
、
第
４
次
井
手

町
総
合
計
画
に
沿
っ
た
町
づ
く
り

を
住
民
・
議
会
・
行
政
が
と
も
に

協
力
し
合
い
、
ま
ち
の
将
来
像
の

『
住
ん
で
み
た
い
、
住
み
続
け
た
い

ま
ち
』
を
実
現
す
る
た
め
に
取
り

組
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の

で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

■歳入（収入）
　歳入は４８億１８２６万２千円で、前年度より７億１９８８万円（17.6％）の大幅な増です。主なものは、地方
交付税３７０３万円、分担金及び負担金２８０８万円、国庫支出金４億３１２６万８千円、繰越金６６６６万８千円、
町債１億６８８０万円が増加しています。

会計別 歳入 歳出 翌年度へ繰り
越すべき財源 実質収支

一般会計 4,818,262 4,288,858 119,766 409,638

特
別
会
計

国民健康保険
特別会計 1,115,142 1,083,310 0 31,832

多賀地区簡易水
道事業特別会計 60,277 59,527 0 750

後期高齢者医療
特別会計 86,115 84,218 0 1,897

介護保険
特別会計 755,613 680,459 0 75,154

公共下水道事業
特別会計 371,280 362,120 0 9,160

多賀財産区
特別会計 2,619 2,267 0 352

井手町水道
事業特別会計

収益的収入 収益的支出 差引額
101,083 111,723 △ 10,640

基本的収入 資本的支出 差引額
3,780 52,263 △ 48,483

計 104,863 163,986 △ 59,123

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（消費税含む）

■地方交付税
　１６億６９８５万３千円（対前年度比 2.3％増）
　地方公共団体が、標準的な行政運営を行う場
合、財源不足額に応じて国から交付されるお金
です。歳入全体の 34.7％を占めています。
■分担金及び負担金
　６９９５万３千円（対前年度比 67.1％増）
　町の行う事業により利益を受けるかたから、
その事業に充てるため徴収するものです。老人
ホーム措置費、保育料、町道１号線道路改良（梅
渓橋）負担金です。
■国庫支出金
　６億７６７４万９千円（対前年度比 175.7％増）
　国の行政に要する経費、町の特定の施策を行
うための経費に充てるため、その財源の全部ま
たは一部をその目的、性格により、負担金、補
助金、委託金の三つに分類されて交付されるも
のです。
■町債
　４億４５５０万円（対前年度比 61.0％増）
　地方交付税の代替え財源としての臨時財政対
策債１億９４００万円のほか、町道整備、玉川
砂防公園整備、防災対策事業などに充当するた
め２億５１５０万円借り入れしています。

表１ 各会計別　歳入・歳出 （単位：千円）

歳入（収入）歳入（収入）

の

でした

平成２５年度決算報告
　　一般会計決算

黒字
5 億 2940 万 4 千円

平成２５年度決算報告
　　一般会計決算

黒字でした

5 億 2940 万 4 千円の
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歳出（支出）

■歳入

■歳出

歳出（支出）
■歳出（支出）
　 歳 出 は 42 億 ８ ８ ８ ５ 万 ８ 千 円 で、 前 年 度 よ り
６億２９１０万３千円（17. ２％）増となりました。主
な支出は次のとおりです。

■総務費
12 億 8381 万円（対前年比 16.5％増）
・特別会計繰出金 4 億 1081 万 1 千円
・公民館改修補助 71 万円
・コミュニティ備品購入 250 万 2 千円
・ホームページ作成業務 263 万 2 千円
・イントラネットシステム機器更新 3691 万 4 千円
・庁舎等整備基金積立 3 億円
・JR 奈良線高速化・複線化第二期事業費補助 335 万円
・各区街灯及び商工会公安灯助成 166 万 3 千円
■民生費
9 億 8140 万 6 千円（対前年度比 0.3％減）
・社会福祉協議会活動費 1594 万 4 千円
・障がい者自立支援事業 1 億 5159 万 7 千円
・バリアフリー整備 469 万 6 千円
・子ども手当等 1 億 1552 万 9 千円
・老人医療 2187 万 9 千円
■衛生費
2 億 3419 万 6 千円（対前年度比 0.2％減）
・予防接種事業、健康増進等予防費 2939 万 9 千円
・乳児健診等母子保健費 689 万 3 千円
・住宅用太陽光発電システム設置補助 193 万 8 千円
・一般廃棄物収集運搬委託 2942 万 9 千円
・城南衛生管理組合分担金 9051 万 6 千円
・井手地区共同墓地改修 641 万 7 千円
■労働費
1820 万 1 千円（対前年度比 63.6％減）
・緊急雇用創出事業 1820 万 1 千円

■農林水産業費
7125 万円（対前年度比 142.1％増）
・有害鳥獣駆除 400 万 1 千円
・豊かな緑と清流を守る森林整備事業 86 万円
・婦人研修センタートイレ改修 91 万 1 千円
・農業基盤整備促進事業 2346 万 9 千円
■商工費
3569 万 8 千円（対前年度比 25.6％増）
・プレミアム付商品券発行事業補助 966 万 7 千円
・商工会振興事業 750 万円
・桜まつり 548 万 6 千円
■土木費
8 億 1263 万 9 千円（対前年度比 132.5％増）
・町道 11 号線他道路改良 5 億 387 万 9 千円
・合藪ポンプ場施設整備 336 万 6 千円
・下排水路改修工事 772 万円
・玉川砂防公園整備 5624 万 2 千円
・改良住宅等改修 808 万 6 千円
・町営住宅耐震補強 1 億 124 万 5 千円
■消防費
2 億 5001 万 4 千円（対前年度比 8.8％増）
・常備消防設置委託 1 億 7313 万 5 千円
・備蓄物資購入 148 万 3 千円
・消防車庫整備 482 万 5 千円
・デジタル移動通信システム整備 3092 万 9 千円
■教育費
2 億 9734 万 2 千円（対前年度比 8.5％減）
・泉ヶ丘中学校国際交流・海外派遣事業 331 万 2 千円
・小学校パソコン機器更新 1441 万 7 千円
・文化財発掘調査 238 万 6 千円
・給食センター施設整備 1808 万 6 千円
■公債費
3 億 1150 万 1 千円（対前年度比 9.7％減）
・償還元金 2 億 7079 万 4 千円
・償還利子 4070 万 7 千円

■目的別歳出

一般会計
42 億 8885 万 8 千円

48 億 1826 万 2 千円

42 億 8885 万 8 千円

人件費
19.0％

扶助費
9.2％

公債費
7.3％

普通建設事業債
22.3％

物件費
11.0％

補助費等
11.1％

積立金
10.2％

操出金
9.6％

‐ 用語の解説 ‐
【自主財源】町自らが収納・徴収
できる財源

【依存財源】国や県から交付・割
り当てられる財源

【地方交付税】自治体の財政力に
応じて国から交付されるお金

【繰入金】財政調整基金等（家庭
の貯金にあたる）の取り崩しなど
により繰り入れたお金

【操出金】
特別会計などに繰り出したお金

町税
18.3％

町債
9.2％

府支出金
6.9％

国庫支出金
14.0％

繰越金
9.1％

地方交付税
34.7％

↓

総務費
1,283,810 千円

公債費
311,501 円↓

教育費
297,342 千円

消防費
250,014 千円

土木費
812,639 千円

→

→
↑

↓

民生費
890,844 千円

↓
↓

←
←

↑

↓

その他
2.9％ 自主財源

繰入金
0.4％

諸収入
0.9％

その他
3.6％

依存財源

商工費
35,698 千円

衛生費
234,196 千円

労働費
18,201 千円

農林水産事業費
71,250 千円

災害復旧費
20,550 千円

↓

維持修繕費
0.3％

議会費
62,813 千円
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税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
の

　
　

廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き
は
お
早
め
に

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
そ
の
年
の
４
月
１
日
現
在
で
所
有
し
て
い
る
人

に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

盗
難
な
ど
で
、
現
在
所
有
し
て
い
な
く
て
も
廃
車
の
手
続
き
を
さ
れ
ま

せ
ん
と
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き
を
す
る
場
所
は
、
左
表
の
と
お
り

で
す
。

廃車・名義変更の手続き場所
種　　　類 手　続　場　所

　原動機付自転車（排気量 125cc 以下）
　小型特殊自動車（農耕用・その他）

　　役場税務課
　　℡ 82-6163

軽自動車
二輪 125cc 超 250cc 以下 　　京都運輸支局

　　℡ 050-5540-2061
三輪
四輪

660cc 以下 　　軽自動車検査協会
　　℡ 050-3816-1844

二輪の小型自動車（250cc を超えるもの）
　　京都運輸支局
　　℡ 050-5540-2061

※
４
月
１
日
を
過
ぎ
ま
す
と
、
実

際
に
は
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
を
所

有
し
て
い
な
い
の
に
課
税
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
陸
運
支
局
等
で
は
毎
年
、

年
度
末
の
３
月
は
窓
口
が
大
変
混

雑
し
、
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
登
録
・

異
動
・
廃
車
等
の
申
請
は
、
で
き

る
だ
け
早
め
（
３
月
13
日
ご
ろ
ま

で
）
に
済
ま
せ
て
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
軽
自
動
車
税
納
税
通
知

書
は
４
月
中
旬
に
発
送
い
た
し
ま

す
の
で
、
４
月
21
日
（
火
）
ま
で

に
納
税
通
知
書
が
届
い
て
い
な
い

方
、
も
し
く
は
、
廃
車
申
告
等
の

手
続
き
を
さ
れ
た
の
に
納
税
通
知

書
が
届
い
て
い
る
方
は
、
お
手
数

で
す
が
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
減
免
申
請
は
４
月
23
日
ま
で
に

　

軽
自
動
車
税
に
は
、
身
体
に
障

が
い
の
あ
る
方
に
対
す
る
減
免
制

度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
を
受

け
よ
う
と
す
る
方
は
、
４
月
23
日

（
木
）
ま
で
に
税
務
課
で
申
請
手
続

を
し
て
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
の
縦
覧
・
閲
覧

▽
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

の
縦
覧

　

納
税
者
が
町
内
の
土
地
や
家
屋

の
価
格
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
自

己
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
が
適
正

か
ど
う
か
を
確
認
で
き
る
よ
う
に

「
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」
と
「
家

屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」
が
縦
覧
で

き
ま
す
。

○
縦
覧
事
項

「
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」…
所
在
、

地
番
、
地
目
、
地
積
、
評
価
額

「
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」…
所
在
、

家
屋
番
号
、種
類
、構
造
、床
面
積
、

建
築
年
、
評
価
額

▽
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

納
税
義
務
者
が
所
有
す
る
固
定

資
産
、
借
地
人
・
借
家
人
が
使
用

し
て
い
る
固
定
資
産
、
賦
課
期
日

後
に
固
定
資
産
を
取
得
さ
れ
た
方

な
ど
が
、対
象
資
産
に
つ
い
て
「
固

定
資
産
課
税
台
帳
」
に
記
載
さ
れ

た
内
容
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

○
閲
覧
事
項

「
土
地
課
税
台
帳
」
…
所
有
者
の
住

所
・
氏
名
、
土
地
の
所
在
、
地
番
、

地
目
、
地
積
、
評
価
額
な
ど

「
家
屋
課
税
台
帳
」
…
所
有
者
の

住
所
・
氏
名
、
家
屋
の
所
在
、
家

屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、
床
面
積
、

建
築
年
、
評
価
額
な
ど

「
償
却
資
産
課
税
台
帳
」
…
所
有
者

の
住
所
・
氏
名
、
取
得
価
格
、
帳

簿
価
格
、
評
価
額
な
ど

《
必
要
書
類
等
》

①
印
鑑
（
認
印
）

②
納
税
通
知
書
、
課
税
明
細
書

③
本
人
が
確
認
で
き
る
免
許
証
等

④
委
任
状
と
代
理
人
本
人
が
確
認

で
き
る
免
許
証
等

⑤
賃
貸
借
契
約
書
と
本
人
が
確
認

で
き
る
免
許
証
等

⑥
所
有
権
を
取
得
し
た
こ
と
を
証

す
る
書
類
と
本
人
が
確
認
で
き
る

免
許
証
等

▽
縦
覧
期
間　

平
成
27
年
４
月
１

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、固定資産税台帳等の閲覧のできる方
縦覧・閲覧のできる方 必要書類等

縦
覧

納税者（現に土地又は家屋の固定資産税を納めている方） ①・②または③
納税者と同一世帯の親族 ①・②または③

納税管理人 ①・②または③
納税者の代理人 ①・④

閲
覧

納税義務者 ①・②または③
納税義務者の代理人 ①・④

借地人・借家人 ①・⑤
賦課期日後に固定資産を取得された方など ①・⑥

【
申
請
手
続
に
必
要
な
書
類
等
】

○
減
免
申
請
書
（
税
務
課
に
あ
り

ま
す
）

○
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

○
障
害
者
手
帳
等
に
関
す
る
証
明

書○
当
該
車
両
を
使
用
さ
れ
る
方
の

運
転
免
許
証

○
自
動
車
検
査
証
（
車
検
証
）

　

な
お
、
減
免
対
象
者
は
一
定
の

要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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日
か
ら
４
月
30
日
（
土
、
日
・
祝

日
を
除
く
）

▽
閲
覧
期
間　

平
成
27
年
４
月
１

日
か
ら
翌
年
３
月
31
日
（
土
、
日
・

祝
日
及
び
12
月
29
日
か
ら
１
月
３

日
を
除
く
）

▽
縦
覧
・
閲
覧
時
間　

午
前
８
時

半
か
ら
午
後
５
時
15
分
（
正
午
か

ら
午
後
１
時
ま
で
を
除
く
）

▽
場
所　

役
場
税
務
課

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、税
務
課
（
℡

82
‐
６
１
６
３
）
ま
で

　町民税・府民税の申告は、あなたの昨年１年間（平成２６年１月１日～平成２６年１２
月３１日）の全ての所得及び控除などの申告をしていただくもので、町民税と府民税を計
算する重要な資料となるものです。

【申告しなければならない人】
・平成２７年１月１日現在、井手町に住所を有する人で、昨年１年間に所得があり、所得
税の確定申告の提出の必要のない人（勤務先から給与支払報告書や公的年金支払報告書が
役場に提出されている場合は申告の必要はありません。）
・給与や公的年金等の源泉徴収票に記載されていない所得控除（扶養控除や社会保険料控
除など）がある人
※公的年金等の収入４００万円以下で確定申告の必要がない場合でも住民税の申告が必要
な場合があります。

【所得のなかった人】
　申告義務はありませんが、申告がないと福祉関係や国民健康保険税などの算定に影響が
出る場合や所得に関する証明書の発行ができない場合がありますのでご注意ください。

（問合せ先）井手町税務課　℡ 82-6163

町民税・府民税の申告を忘れていませんか？

▼こんなときは１４日以内に手続きが必要です
◎国民健康保険に入るとき

こんなとき 持参するもの
他の市町村から井手町に転入してきたとき（職場の健康保険
に加入していない場合） 印かん・他の市町村の転出証明書

退職して職場の健康保険がなくなったとき、被扶養者からは
ずれたとき 印かん・職場の健康保険からはずれた証明書

国民健康保険に入っている人に子どもが生まれたとき 印かん・国民健康保険証
生活保護を受けなくなったとき 印かん
※既に、同じ世帯で国民健康保険証をお持ちの場合は国民健康保険証を持参して下さい。

■
■
■
■
保
健
医
療
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
■
■
■
■

◎国民健康保険をやめるとき
こんなとき 持参するもの

井手町以外の市町村に転出するとき 印かん・国民健康保険証
就職して職場の健康保険に入ったとき 印かん・職場の健康保険証と国民健康保険証
被扶養者となったとき 印かん・職場の健康保険証と国民健康保険証
国民健康保険に入っている人が死亡したとき 印かん・国民健康保険証
国民健康保険に入っている人が生活保護を受けるようになっ
たとき 印かん・国民健康保険証

◎そのほかの場合
こんなとき 持参するもの

世帯主や氏名、井手町内で住所が変わったとき 印かん・国民健康保険証
国民健康保険証をなくしたとき

（汚れて使えなくなったとき）
印かん・本人であることを証明するもの

（使えなくなった国民健康保険証）

退職者医療制度に該当したとき 
（年金制度への加入期間が２０年以上、または４０歳以降の
加入期間が１０年以上で年金を受給されている方）

＜国保加入時と同時に該当したとき＞
印かん・職場の健康保険証・年金証書
＜すでに国保の方で退職者医療に該当したとき＞
印かん・国民健康保険証・年金証書

※お問い合わせは、保健医療課（℡８２－６１６６）まで。
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京
都
府
議
会
議
員
一
般
選
挙

　
　
　
　

投
票
日
は
４
月
12
日
（
日
曜
日
）

京
都
府
議
会
議
員
一
般
選
挙

　
　
　
　

投
票
日
は
４
月
12
日
（
日
曜
日
）

　

４
月
29
日
に
任
期
が
満
了
す
る

京
都
府
議
会
議
員
一
般
選
挙
は
、

４
月
３
日
に
告
示
さ
れ
４
月
12
日

が
投
票
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
選
挙
は
京
都
府
民
の
代
表
を
選

ぶ
大
切
な
選
挙
で
あ
り
、
棄
権
し

な
い
で
、
よ
く
見
、
よ
く
聞
き
、

よ
く
考
え
て
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ

う
。

【
投
票
で
き
る
人
は
】

　

今
回
の
選
挙
に
投
票
資
格
が
あ

る
人
は
、
平
成
７
年
４
月
13
日
以

前
生
ま
れ
、
投
票
日
当
日
20
歳
以

上
に
な
っ
て
い
る
方
で
す
。
こ
の

う
ち
、
平
成
27
年
１
月
２
日
ま
で

に
町
内
に
住
民
登
録
を
し
て
、
投

票
日
に
お
い
て
も
引
き
続
い
て
在

住
さ
れ
て
い
る
方
は
、
井
手
町
で

投
票
で
き
ま
す
。

【
転
入
さ
れ
た
方
】

　

平
成
27
年
１
月
３
日
以
降
京
都

府
内
の
市
町
村
か
ら
、
井
手
町
に

転
入
さ
れ
、
投
票
日
に
お
い
て
も

引
き
続
い
て
在
住
さ
れ
て
い
る
方

の
う
ち
、
転
入
前
の
市
区
町
村
の

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る

方
は
、
転
入
前
の
住
所
地
で
投
票

を
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
た
だ

し
、
投
票
の
際
、
井
手
町
に
引
き

続
い
て
居
住
中
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
居
住
証
明
書
類
が
必
要
で

す
。（
役
場
住
民
福
祉
課
で
発
行
し

ま
す
の
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。）

【
転
出
さ
れ
た
方
】

　

井
手
町
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
方
で
、
京
都
府
内
の

市
区
町
村
に
住
所
を
移
さ
れ
た
方

は
、
井
手
町
か
ら
引
き
続
き
京
都

府
内
の
市
区
町
村
に
居
住
中
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
転
出

先
の
市
区
町
村
が
発
行
す
る
も
の
）

を
持
っ
て
登
録
さ
れ
て
い
る
投
票

所
に
提
出
す
れ
ば
、
投
票
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。（
転
出
先
の
新
住

所
地
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
方
は
除
く
。）

【
投
票
所
入
場
券
及
び
選
挙
公
報
の

配
布
】

　

投
票
所
入
場
券
の
配
布
に
つ
き

ま
し
て
は
、
選
挙
人
一
人
に
一
枚
、

郵
便
は
が
き
に
て
、
ご
家
庭
に
お

届
け
し
ま
す
。
投
票
日
当
日
ま
で

大
切
に
保
管
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
選
挙
公
報
に
つ
き
ま
し
て

は
、
各
区
の
隣
組
よ
り
配
布
し
ま

す
。

【
投
票
所
入
場
券
は
忘
れ
ず
に
】

　

４
月
12
日
の
投
票
日
に
は
、
次

の
こ
と
を
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
投
票
時
間
は
、
午
前
７
時
か
ら

午
後
８
時
ま
で
で
す
。

◎
入
場
券
に
指
定
さ
れ
た
投
票
所

投票所名 投票所の施設名 区　域

第１投票所 井手小学校体育館 水無、高月、石垣

第 2 投票所 上井手区公民館 上井手、田村新田

第 3 投票所 多賀小学校体育館 東部、西部、北部

第 4 投票所 南部公民館 南部

第 5 投票所 玉水公民館 玉水

第 6 投票所 いづみ人権交流センター 北、南

あ
な
た
の
投
票
所
は
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以
外
で
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

◎
投
票
所
に
行
く
と
き
は
、
入
場

券
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
も
し
、

お
忘
れ
に
な
っ
た
時
は
、
そ
の
旨

を
投
票
所
の
係
員
に
申
し
出
て
、

再
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

◎
投
票
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
投

票
所
内
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
候
補

者
の
氏
名
を
見
直
し
、
も
う
一
度

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

【
代
理
・
点
字
投
票
は
】

　

身
体
の
故
障
な
ど
の
た
め
、
自

分
で
投
票
用
紙
に
候
補
者
を
記
載

で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
代
理
投

票
制
度
が
あ
り
ま
す
。
代
理
投
票

制
度
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
投
票

日
の
当
日
、
投
票
所
の
係
員
に
申

出
て
く
だ
さ
い
。
二
人
の
投
票
補

助
者
が
決
め
ら
れ
、
投
票
の
代
理

を
し
ま
す
。
ま
た
、
目
の
不
自
由

な
方
に
は
、
点
字
投
票
制
度
が
あ

り
ま
す
。
遠
慮
な
く
係
員
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

【
期
日
前
投
票
】

　

４
月
12
日
に
次
の
理
由
に
よ
り
、

投
票
日
に
投
票
所
に
行
け
な
い
と

見
込
ま
れ
る
方
の
た
め
に
、
期
日

前
投
票
制
度
が
あ
り
ま
す
。

期
日
前
投
票
が
で
き
る
場
合
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

１
．
投
票
日
当
日
、
職
務
に
従
事

中
で
あ
る
と
き
。

２
．
何
ら
か
の
用
事
の
た
め
、
旅

行
中
ま
た
は
滞
在
中
で
あ
る
場
合

（
た
と
え
ば
、
レ
ジ
ャ
ー
や
買
い
物

な
ど
の
私
用
で
投
票
区
の
区
域
外

に
い
る
よ
う
な
場
合
。）

３
．
投
票
日
当
日
、
出
産
、
手
術
、

身
体
の
障
が
い
等
で
歩
く
こ
と
が

困
難
で
あ
る
場
合
で
す
。

◎
期
日
前
投
票
の
で
き
る
期
間
は
、

４
月
４
日
（
告
示
の
翌
日
）
か
ら

４
月
11
日
（
投
票
日
の
前
日
）
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
投
票
時
間

は
土
・
日
曜
日
を
含
め
て
午
前
８

時
30
分
か
ら
午
後
８
時
ま
で
の
間
、

役
場
西
別
館
１
階
期
日
前
投
票
所

で
、
行
っ
て
い
ま
す
。

【
不
在
者
投
票
に
つ
い
て
】

　

４
月
12
日
の
投
票
日
に
、
都
道

府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定

し
た
病
院
や
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
に
入
所
中
の
方
、
ま
た
、
身
体

障
害
者
更
生
援
護
施
設
に
入
所
中

の
方
な
ど
、
選
挙
当
日
、
投
票
に

行
け
な
い
と
見
込
ま
れ
る
方
の
た

め
に
、
投
票
日
の
前
で
も
病
院
施

設
等
で
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。
不
在
者
投
票
の
で

き
る
期
間
は
、
４
月
４
日
（
告
示

の
翌
日
）
か
ら
４
月
11
日
（
投
票

日
の
前
日
）
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
。
詳
し
い
こ
と
は
、
病
院
や
老

人
ホ
ー
ム
等
又
は
、
選
挙
管
理
委

員
会
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

【
井
手
町
以
外
の
市
区
町
村
で
不
在

者
投
票
を
す
る
と
き
】

１
．
不
在
者
投
票
を
さ
れ
る
方
は
、

あ
ら
か
じ
め
滞
在
地
の
市
区
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
で
宣
誓
書
用

紙
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
に
投
票

日
当
日
（
４
月
12
日
）
に
、
投
票

所
に
行
っ
て
投
票
で
き
な
い
理
由

に
○
を
付
け
井
手
町
選
挙
管
理
委

員
会
に
、
直
接
ま
た
は
郵
便
で
投

票
用
紙
等
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

２
．
請
求
を
受
け
た
選
挙
管
理
委

員
会
は
、
投
票
用
紙
、
不
在
者
投

票
用
封
筒
お
よ
び
封
筒
に
入
れ
封

を
し
た
「
不
在
者
投
票
証
明
書
」

を
交
付
し
ま
す
。
こ
の
「
不
在
者

投
票
証
明
書
」
の
封
筒
は
決
し
て

開
封
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
開
封

さ
れ
る
と
不
在
者
投
票
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

３
．
交
付
さ
れ
た
投
票
用
紙
等
を

持
っ
て
滞
在
地
な
ど
の
市
区
町
村

選
挙
管
理
委
員
会
の
指
示
に
従
っ

て
投
票
し
ま
す
。

４
．
不
在
者
投
票
を
受
け
付
け
た

滞
在
地
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、

あ
な
た
の
不
在
者
投
票
を
す
ぐ
井

手
町
選
挙
管
理
委
員
会
へ
送
付
し

ま
す
が
、
投
票
所
閉
鎖
時
刻
ま
で

に
到
着
し
な
い
と
無
効
に
な
り
ま

す
の
で
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

【
郵
便
等
投
票
制
度
】

　

選
挙
人
で
身
体
障
害
者
手
帳
・

戦
傷
病
者
手
帳
・
介
護
保
険
の
被

保
険
者
証
を
交
付
さ
れ
て
い
る
人

で
、
そ
の
障
が
い
・
傷
病
・
要
介

護
状
態
区
分
の
程
度
が
一
定
以
上

で
あ
る
場
合
は
、
事
前
に
選
挙
管

理
委
員
会
へ
交
付
申
請
を
行
い
郵

便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受
け

て
お
き
、
そ
の
証
明
書
を
添
え
て

投
票
用
紙
を
請
求
し
、
郵
便
等
に

種　　　別 　該当する障がい 　障がいの程度

身体障害者手帳
　両下肢・体幹・移動機能 　１級又は２級
　心臓・じん蔵・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 　１級又は３級
　免疫・肝臓 　１級から３級

戦傷病者手帳
　両下肢・体幹 　特別症項から第２症項
　心臓・じん蔵・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 　特別症項から第３症項

介護保険証 　要介護５

よ
り
自
宅
で
投
票
す
る
方
法
で
す
。

身
体
の
障
が
い
の
状
態
が
次
に
該

当
す
る
方
は
郵
便
投
票
制
度
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

【
郵
便
等
投
票
に
お
け
る
代
理
記
載

制
度
】

　

郵
便
等
投
票
の
対
象
者
で
、
次

の
要
件
に
も
該
当
す
る
方
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
選
挙
管
理
委
員
会
に

届
出
を
し
た
代
理
人
１
人
（
選
挙

権
を
有
す
る
人
）
に
投
票
に
関
す

る
記
載
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
で
す
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方
（
上
肢
ま
た
は
視
覚

の
障
が
い
の
程
度
が
１
級
）

　

戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
（
上
肢
ま
た
は
視
覚
の

障
が
い
の
程
度
が
特
別
項
症
か
ら

第
２
項
症
ま
で
）　

が
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

以
上
が
不
在
者
投
票
の
あ
ら
ま

し
で
す
。
一
人
で
も
多
く
の
方
が

大
切
な
選
挙
権
を
行
使
で
き
る
よ

う
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
開
票
は
井
手
町
自
然
休
養
村
管
理

セ
ン
タ
ー
で
】

　

開
票
事
務
は
、
投
票
日
当
日
、

午
後
８
時
45
分
か
ら
井
手
町
自
然

休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー
で
行
い
ま

す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
井
手
町
選
挙

管
理
委
員
会
（
℡
82
‐
６
１
６
１
）

に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。
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井
手
町
の
水
道
は
、
使
用
者
か
ら
の

料
金
収
入
で
経
営
し
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
水
道
料
金
が
納
付
さ
れ
な
い
と
、

事
業
の
経
営
に
支
障
が
生
じ
ま
す
。

　

負
担
の
公
平
と
水
道
事
業
の
円
滑
な

経
営
の
た
め
、
水
道
料
金
は
期
限
内
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
料
金
が

未
納
の
方
に
対
し
て
は
、
給
水
条
例
に

基
づ
き
給
水
を
停
止
し
ま
す
。

　

ま
た
、
お
支
払
い
に
便
利
な
口
座
振

替
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
活

用
下
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
上
下
水
道
課
（
℡

82
‐
６
１
６
９
）
ま
で

水
道
料
金
の
未
納
の
方
は

           

ご
注
意
を
!!

給
水
を
停
止
し
ま
す
!!

お仕事や冠婚葬祭、リフレッシュなどのために一時預かりを行っております（有料）
【利用時間】　平日（月～金曜日）8：30 ～ 16：30 　土曜日 8：30 ～ 12：00
　　　　　　　　※料金やその他詳細は子育て支援センター（℡ 82 － 2232）までお問い合わせください

一時預かり

子育て支援カレンダー
子育て支援センターって？
子育て支援センターは、親子で一緒に遊んだり、子育ての情報交換や相談のできるところです。
センター内には手作りのおもちゃもたくさんあります。自由に気軽に遊びに来てください♪

【所在地】井手町大字井手小字玉ノ井４８－２（玉川保育園内にあります）
【TEL・FAX】８２－２２３２
【開いてる日】月曜日～金曜日（祝日等を除く）９：３０～１６：００

3 月 　　行事予定　（行事がない日でも毎日遊びに来れます♪）

と　　　　　き 内　　容 場所・備考

11 日（水）10：30 ～ 11：30 いづみ保育園園庭開放 いづみ保育園

13 日（金）10：30 ～ 13：50
たんぽぽ広場

「バスでお出かけ
in 山田池公園」

※申込制

17 日（火）10：30 ～ 11：30 多賀保育園園庭開放 多賀保育園

18 日（木）10：00 ～ 11：40 すくすくクラブ 対象：1 歳半～ 2 歳半
※申込制

19 日（木）10：00 ～ 12：00 子育てサークル
さんさん会

20 日（金）10：30 ～ 11：30 玉川保育園園庭開放 玉川保育園

23 日（月）10：00 ～ 12：00 おでかけ広場 西部公民館

４月

4 月の予定は、子育て支援センターにお問い合わせください

※場所の記載のないものは、全て「子育て支援センター」で行います

親子の広場

＊さんさん会
対象：妊婦から 3 歳くらいの子と親
活動日：第１水曜日・３木曜日
　
＊竹の子ひろば
対象：妊婦から 3 歳くらいの子と親
活動日：月 2 回程度の水曜日
場所：多賀保育園
　
＊ *hughug*
対象：2 カ月～ 1 歳くらいまで
活動日：第 2 週の火曜日
参加費：1 回 500 円
※サークルに興味のある方は子育て支援セン
ターまでお問い合わせください。

子育てサークル

＊たんぽぽ広場
　　　対象：妊婦～就学前の親子　
＊おでかけ広場
　　対象：妊婦～就学前の親子
＊すくすくクラブ
　　対象：1 歳半～ 2 歳半の親子（申込制）
＊のびのびクラブ
　　対象：2 歳半～ 4 歳まで（申込制）
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井手町人権啓発コンクールの作品から

　　　　ごめんねと　あくしゅして　なかなおり
　　　　　　　井手小学校１年　　　中坊　頼人　さん

　　　みんなをやさしくすることば　「だいじょうぶ」
　　　　　　　多賀小学校１年　　　大本　逞海　さん

[ 人権啓発ポスター ]

井手小学校２年　富岡　奏音 さん 泉ヶ丘中学校３年　木村 優香 さん

　1 月号に引き続き、“人権（命）の大切さ”を「ポスター」と「標語」で表現した第１１回井手町人権啓発コンクー
ルの応募作品を今回紹介します。
　作品から伝わってくる人権に対する純粋な気持ちにふれることにより、一人ひとりの心に訴えて、『人権の芽』
を大きく育て、すべての人々の人権が尊重され相互に共存し得る平和で豊かな社会（井手町）を築きましょう。
　[ 人権標語 ]

消防署井手分署からのお知らせ

東日本大震災や過去に起きた地震における災害の教訓を踏まえて、 私たちが

今できることは、 少しでも被害を軽減することができるよう、 一人ひとりが地震

に備えることです。 いつか準備しようではなく、今準備しておくことが大切です。

自分自身と大切な家族そして地域を守るために、 しっかりと地震に備えましょう。

一人ひとりが地震に備えよう！

家具類の転倒 ・ 落下 ・ 移動防止対策をしておこう。

備蓄品、 非常用品を備えておこう。

地震が起きたときの家族の連絡方法、 役割分担などを

話し合っておこう。

お問合せ　　京田辺市消防署　井手分署　　℡８２－３０００
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●

Information

おしらせ
日　

時
／
平
成
27
年
４
月
５
日
（
日
）

　
　
　
　

午
前
９
時
～
12
時

場　

所
／
京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分
署
会
議
室

定　

員
／
10
名
程
度

参
加
費
／
無
料

受
付
期
間
／
４
月
４
日（
土
）午
後
5
時
ま
で
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
京
田
辺
市
消
防
署
井

手
分
署　
（
℡
82
‐
３
０
０
０
）

「
救
命
講
習
会
開
催
の
お
知
ら
せ
」

府
立
山
城
郷
土
資
料
館
の
催
し

★
企
画
展
「
守
り
育
て
よ
う
み
ん
な
の
文
化

財
」

▼
内
容　

平
成
25
年
度
に
指
定
・
登
録
さ
れ

た
京
都
府
の
文
化
財
を
写
真
パ
ネ
ル
で
紹
介

し
ま
す
。

▼
日
時　

３
月
29
日
（
日
）
ま
で　

午
前
９

時
～
午
後
４
時
30
分

▼
場
所　

山
城
郷
土
資
料
館

★
企
画
展
「
中
世
城
館(

仮
）」

▼
日
時　

４
月
25
日（
土
）～
６
月
28
日（
日
）

ま
で　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

▼
場
所　

山
城
郷
土
資
料
館

▼
内
容　

春
の
企
画
展

　

山
城
地
域
の
「
京
都
府
中
世
城
館
跡
調
査
」

報
告
書
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
中
世
に
築
か
れ
た
山
城
地
域
の
城
館
跡

を
紹
介
し
ま
す
。

施
設
の
ご
案
内

▼
所
在
地　

木
津
川
市
山
城
町
上
狛
千
両
岩

▼
入
館
料　

一
般
２
０
０
円
、
小
中
学
生
50
円

▼
開
館
時
間  

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

※
休
館
日　

月
曜
日　

お
問
い
合
わ
せ
は

府
立
山
城
郷
土
資
料
館 

総
務
課(

℡
86
‐

５
１
９
９)

Ｊ
Ｒ
奈
良
線
高
速
化
・
複
線
化
事
業

環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

　

Ｊ
Ｒ
西
日
本
に
お
い
て
、
Ｊ
Ｒ
奈
良
線
高

速
化
・
複
線
化
第
二
期
事
業
の
環
境
影
響
評

価
に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
縦
覧

が
行
わ
れ
ま
す
。

　

準
備
書
は
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
に
掲
載
さ
れ
る
ほ
か
、
井
手
町
役
場
産
業

環
境
課
の
窓
口
で
も
縦
覧
で
き
ま
す
。（
期

間
：
平
成
27
年
4
月
1
日
（
水
）
ま
で
）

　

ま
た
、
準
備
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
環

境
保
全
の
見
地
か
ら
、
4
月
16
日
（
木
）
ま

で
に
Ｊ
Ｒ
西
日
本
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

○
準
備
書
の
掲
載
ア
ド
レ
ス

　

http://w
w

w
.w

estjr.co.jp/railroad/
project/#doubletrack

講
座
・
教
室

【
和
太
鼓
教
室
】

日
時
／
３
月
７
日
（
土
）、
28
日
（
土
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時
半

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

【
い
づ
み
ま
な
び
教
室
】

《
大
正
琴
》

日
時
／
３
月
13
日
（
金
）
午
前
10
時
～
正
午

　
　
　

３
月
27
日
（
金
）
午
前
10
時
～
11
時
半

《
太
極
拳
》

日
時
／
３
月
13
日
（
金
）、
27
日
（
金
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

持
ち
物
／
運
動
で
き
る
服
装
・
上
履
き

《
ペ
ン
習
字
》

日
時
／
３
月
12
日
（
火
）、
23
日
（
月
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

《
人
権
学
習
》

日
時
／
３
月
27
日
（
金
）

　
　
　

午
前
11
時
半
～
正
午

　
　
　

午
後
３
時
～
３
時
半

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

【
健
康
教
室
】

日
時
／
３
月
26
日
（
木
）

　
　
　

午
前
10
時
～
11
時
半

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
各
教
室
の
材
料
費
等
は
自
己
負
担
と
な
り

ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
生
き
生
き
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
「
皆
勤
表
彰

＆
茶
話
会
」】

日
時
／
３
月
18
日
（
水
）
午
後
１
時
半
～

場
所
／
玉
泉
苑

対
象
／
65
歳
以
上
の
方
お
よ
び
障
が
い
の
あ

る
方

＊
事
前
申
込
が
必

要
で
す

＊
毎
月
20
日
発
行

の
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
だ
よ

り
」
で
、
ふ
れ
あ

い
サ
ロ
ン
の
詳
し
い
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま

す＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、社
会
福
祉
協
議
会
（
℡

82
‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
天
文
台
公
開
】

日
時
／
３
月
13
日
（
金
）

　
　
　

午
後
７
時
半
～
９
時

場
所
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

・
申
込
は
不
要
で
す

・
天
候
な
ど
の
条

件
に
よ
り
公
開
を

中
止
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す

・
夜
間
の
開
催
に

な
り
ま
す
の
で
お

子
様
だ
け
の
参
加

は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い＊
お
問
い
合
わ
せ

は
、
社
会
教
育
課
（
℡
82
‐
５
７
０
０
）
ま

で
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健　

康

【
成
人
・
高
齢
者
保
健
事
業
】

《
山
吹
体
操
ク
ラ
ブ
・
健
康
相
談
》

日
時
／
３
月
12
日
（
木
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
賀
泉
苑

日
時
／
４
月
２
日
（
木
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
玉
泉
苑

対
象
／
65
歳
以
上

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、社
会
福
祉
協
議
会
（
℡

82
‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
乳
幼
児
健
康
診
査
】

《
乳
児
健
康
診
査
》

日
時
／
４
月
６
日
（
月
）

対
象
／
Ｈ
26
・
11
・
５
～
Ｈ
27
・
１
・
２
生
ま
れ

受
付
／
午
後
１
時
～
１
時
半

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

《
Ｂ
Ｃ
Ｇ
予
防
接
種
》

日
時
／
３
月
17
日
（
火
）

対
象
／
Ｈ
26
・
７
18
～
Ｈ
26
・
10
・
17
生
ま
れ

受
付
／
午
後
１
時
～
１
時
半

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

子 

育 

て

各
種
相
談

場
所
／
賀
泉
苑

日
時
／
４
月
６
日
（
月
）
午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
玉
泉
苑

＊
心
配
ご
と
相
談
は
、
第
１
月
曜
日
は
玉
泉

苑
、
第
２
月
曜
日
は
賀
泉
苑
で
開
催
し
て
い

ま
す

【
無
料
法
律
相
談
】

日
時
／
３
月
23
日
（
月
）
午
後
２
時
～
４
時

場
所
／
玉
泉
苑

＊
無
料
法
律
相
談
は
予
約
制
と
し
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、社
会
福
祉
協
議
会
（
℡

82
‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
こ
こ
ろ
の
相
談
室
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）】

日
時
／
３
月
23
日
（
月
）

　
　
　

午
前
11
時
～
午
後
１
時
50
分

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
障
が
い
者
相
談
】

日
時
／
３
月
24
日
（
火
）
午
後
１
時
半
～
４
時

場
所
／
役
場
西
別
館
１
階
会
議
室

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
高
齢
福
祉
課
（
℡
82

‐
６
１
６
５
）
ま
で

【
母
子
の
相
談
・
教
室
】

《
育
児
相
談
》

日
時
／
３
月
11
日
（
水
）

　
　
　

午
前
９
時
半
～
10
時
半

《
遊
び
の
広
場
》

日
時
／
３
月
11
日
（
水
）

　
　
　

午
前
９
時
半
～
11
時

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

《
発
達
相
談
》

日
時
／
３
月
26
日
（
木
）

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
完
全
予
約
制
・
ご
希
望
の
方
は
保
健
セ
ン

タ
ー
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

【
心
配
ご
と
相
談
・
人
権
相
談
・
行
政
相
談
・

消
費
生
活
相
談
】

日
時
／
３
月
16
日
（
月
）
午
後
１
時
～
４
時

不妊や不育でお悩みの方へ

≪対象となる方≫
（１）　京都府内の市町村に引き続き１年以上住所を有しているご夫婦のうち、井手町内に住所
　　　を有している間に不妊治療等を受けられた方
（２）　各種医療保険に加入しておられる方
（３）　人工授精に要した費用について、助成を申請する場合は法律上の婚姻をされている方
≪対象となる治療費及び助成金額等≫
助成対象となる医療 助成の対象とする医療費 助成額

一般不妊治療

①　不妊治療（健康保険適用分）に要し
た医療費（自己負担分）。
②　人工授精に対して負担した医療費

①及び②の医療費のそれぞれの２分の１の額の合
計額（お一人につき１年度あたり１０万円を限度）
＊①の医療費のみに対して助成するときは６万円
を限度

不育治療等

（H,26年 10月 1日治療分より対象）
不育症の原因を特定するための検査及び
不育症の治療（いずれも健康保険適用分）
に対する医療費（自己負担分）

医療費の額の２分の１の額（お一人につき１回の
妊娠あたり１０万円を限度）

男性不妊治療

（H,26年 10月 1日治療分より対象）
①　精巣内精子生検採取法による手術そ
の他の精子を精巣から採取するための手
術に対して負担した医療費
②　精巣上体内精子吸引法による手術そ
の他の精子を精巣上体から採取するため
の手術に対して負担した医療費

①の医療費の２分の１及び②の医療費の２分の１
（＊②の医療費の額の２分の１の額が１回当たり
５万円を超えるときは５万円）の合計額（お一人
につき１年度あたり２０万円を限度）
※注　特定不妊治療と重複助成は不可

　《申請手続き》
　保健センターで受け付けます。診療日の翌日から起算して１年以内に申請してください。
　詳細や申請に関するお問い合わせは井手町保健センター（℡８２－３３８５）

　井手町不妊治療助成制度が下記のとおり拡充されます。
　井手町では一般不妊治療、不育症治療（検査）、特定不妊治療（体外受精、顕微授精）にかかる精巣内精子採取術の
男性不妊治療を受けておられるご夫婦の経済的負担を軽減するために、治療等に要した医療費の一部を助成します。
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【
開
館
日
】
火
曜
日
～
日
曜
日

【
開
館
時
間
】

４
月
～
９
月
午
前
10
時
～
午
後
６
時

10
月
～
３
月
午
前
10
時
～
午
後
５
時

☆
３
月
・
４
月
の
休
館
日

３
月
２
・
９
・
16
・
23
・
26
・
30
日

４
月
６
・
13
・
20
・
27
・
30
日

☆
貸
し
出
し
冊
数
お
よ
び
期
間

図
書
は
１
人
12
冊
・
２
週
間

雑
誌
は
１
人
５
冊
・
２
週
間

視
聴
覚
資
料
は
１
人
３
点
・
１
週
間

☆
主
な
新
着
資
料
の
紹
介　

３
月

一
般
書

「
森
に
願
い
を
」　　
　
　

乾 

ル
カ

「
精
鋭
」　　
　
　
　
　
　

今
野 

敏

「
砂
漠
の
青
が
と
け
る
夜
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村 

理
聖

「
嗤
う
淑
女
」　　
　
　

中
山 

七
里

「
薫
香
の
カ
ナ
ピ
ウ
ム
」

　
　
　
　
　
　
　
　

上
田 

早
夕
里

「
樽
屋
三
四
郎
言
上
帳
14　

近
松
殺

し
」 　
　
　
　
　
　

 

井
川 

香
四
郎

「
超
訳
新
渡
戸
稲
造
の
言
葉
」

　
　
　
　
　
　
　
　

新
渡
戸 

稲
造

児
童
書

「
わ
す
れ
も
の
大
王
」　

武
田 

美
穂

「
ヒ
メ
コ
ひ
め
の
お
た
ん
じ
ょ
う

び
」　　
　
　
　
　

  

ま
つ
い 
あ
や

「
ね
こ
の
手
か
し
ま
す
５　

ね
こ
じ

た
の
ま
き
」　　
　

  

内
田 

麟
太
郎

「
な
り
た
て
中
学
生　

初
級
編
」

　
　
　
　
　
　
　
　

 

ひ
こ
・
田
中

「
む
こ
う
が
わ
の
友
だ
ち
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
浜 

ユ
リ

３
月
・
４
月
の
図
書
館
行
事

《
親
子
で
楽
し
む
紙
し
ば
い
》

３
月
14
日
（
土
）・
４
月
11
日
（
土
）

い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
か
ら

図
書
館
・
絵
本
コ
ー
ナ
ー

《
第
３
回　

子
ど
も
読
書
・
本
の
し

お
り
コ
ン
テ
ス
ト
入
賞
作
品
巡
回

展
示
》

３
月
27
日(

金)

～
４
月
１
日（
水
）

ま
で

山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
・
１
階

ロ
ビ
ー

透明カメレオン
道尾 秀介
　冴えない容姿と“特殊”な
声を持つラジオのパーソナリ
ティの恭太郎は、行きつけの
バーで奇妙な女の子に出会
う。彼女の企てた「殺害計画」
に参加することになった恭太
郎だが…。学芸通信社配信『信
濃毎日新聞』等掲載を書籍化。

アニメで読む世界史 ２
藤川 隆男・後藤 敦史
　「アラジン」「もののけ姫」
「愛の若草物語」「ノートルダ
ムの鐘」「ジャングル・ブック」
など、おなじみのアニメを素
材に、古代から現代まで、東
洋史や日本史を含んだ世界全
体の歴史をひもとく。

はなちゃんのはやあるきはやあるき
菅野 博子
　はなちゃんの通う保育園で
は、月に一度、避難訓練があ
ります。でものんびりやのは
なちゃんは、いつも遅れ気味。
そんなある日、地震が！　東
日本大震災で「奇跡の脱出」
としてニュースになった岩手
県の保育所をもとにしたお
話。

かぐや姫のおとうと
広瀬 寿子
　想は、竹林でふしぎな少
年と出会う。みごとな竹編
みのわざを身につけたその
少年は、いささ丸と名のり、
１２００年の前からくり返さ
れてきたという生まれ代わり
の話をきかせてくれた…。時
を超えて紡ぐ壮大な愛のファ
ンタジー

Ｑ
．
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す
か

　
Ａ
．
経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
、
申
請
を
し
て
所
得
の
審
査
の
結
果
、
認
め
ら
れ
れ
ば
保
険
料
の
全
額
、

ま
た
は
一
部
が
免
除
と
な
る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
一
部
納
付
（
免
除
）

制
度
」な
ど
が
あ
り
ま
す
。
学
生
の
方
に
つ
い
て
は
経
済
的
負
担
を
考
慮
し
、

在
学
中
の
保
険
料
納
付
を
猶
予
す
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、平
成
26
年
４
月
か
ら
は
法
律
が
改
正
さ
れ
、こ
れ
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
免
除
申
請
が
で
き
る
期
間
が
申
請
時
点
の
直
前
の
７
月
（
学
生
納
付
特
例

は
直
前
の
４
月
）
か
ら
、
申
請
時
点
か
ら
２
年
１
ヶ
月
前
に
な
り
ま
し
た
。

　

免
除
・
納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け
た
期
間
は
、
将
来
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
る
た
め
の
資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
が
、
受
け
取
る
年
金
額
の
計
算
に
は

算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。
将
来
受
け
取
る
年
金
額
を
減
ら
さ
な
い
た
め
に
、
承
認

を
受
け
て
か
ら
10
年
間
は
保
険
料
を
納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕

組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
部
免
除
を
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
免
除
さ

れ
た
額
の
残
り
の
額
の
保
険
料
を
納
め
な
い
場
合
は
、
未
納
期
間
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　

申
請
に
は
年
金
手
帳
、
印
鑑
が
必

要
（
学
生
納
付
特
例
の
申
請
は
学
生

証
や
在
学
証
明
書
な
ど
、
学
生
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
書
類
も
必
要
）
で

す
が
、
そ
の
他
に
も
添
付
し
て
い
た

だ
く
書
類
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま

す
。

納
付
が
困
難
な
と
き
で
も
未
納
の
ま

ま
に
せ
ず
、
前
記
の
免
除
・
猶
予

制
度
を
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
お
問

い
合
わ
せ
は
住
民
福
祉
課
（
℡
82
‐

６
１
６
４
）、
又
は
最
寄
り
の
年
金

事
務
所
ま
で
お
願
い
致
し
ま
す
。



広報いで H27-0315

ごみは、朝９時までに出してください。
★燃やすごみ、その他ごみ、プラマーク包装容器、カン、ビン、ペットボトルは透明・半透明の袋に入れて出してください。
★「乾電池」は「カン」の日に、「カセットボンベ缶、スプレー缶」は「その他」の日に、それぞれ別の透明な袋に入　
れて出してください。
★粗大ごみは、収集日の１週間前までに産業環境課へ電話予約（TEL82‐6168）してください。（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・ 
洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは除きます）
★テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは家電リサイクル品です。
※古紙等（新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、雑紙〈その他の紙類〉ごとに分別のうえ）の収集は全地区毎週月曜日です。

ごみ収集日程表（3 月 11 日～ 4 月 10 日）

区　分
地　区 燃やすごみ カン ビン 粗大ごみ ペット

ボトル
プラマーク
容器包装 その他

北　　　区
南　　　区
水　無　区

火・金曜日 3月26日 3月19日 ４月２日 ３月12日
4月 9日 水曜日 火曜日

玉　水　区
石　垣　区
高　月　区

月・木曜日 ３月27日 ３月20日 ４月２日 ３月13日 水曜日 火曜日

上 井 手 区 火・金曜日 ４月２日 ３月19日 ３月26日 ３月12日
4月 9日 水曜日 水曜日

多 賀 全 区 火・金曜日 ４月２日 ３月19日 ３月26日 ３月12日
４月９日 水曜日 水曜日

※ごみ収集に関するお問い合わせは、役場産業環境課（℡ 82-6168）まで

し尿収集日程
収集日 し尿収集

区域番号 収集区域
３月17日
４月７日 ⑨ 西北河原、東北河原、南口、西北ノ代、東北ノ代、北口、西北組、東松ヶ花、

茶臼塚、新造、東北組、甚五郎谷
３月18日
４月8日 ⑩ 阿弥陀寺、西南組、東南組、前川、立石、小払、岩倉、馬場崎、墓ノ平

３月19日
4月9日 ⑪ 内垣内、奥西、帽子田、下川、判ノ地、石名田、高橋、谷村、宮ノ後、天王山、

蛇谷、粟岡、北赤坂、穴虫、南久保、浜、上ノ浜
3月20日
４月10日 ⑫ 安堵山、起、佃、平山、新四郎山、中島、西垣内、中垣内、東垣内

3月23日 ⑬ 里、玉ノ井、西高月、東高月、清水、栢ノ木、中溝、西山、尾ノ山、山縁、
田村新田

3月24日 ⑭ 川久保、北玉水、辻垣内、野畑、山田、柏原、南玉水、久保、渋川、段ノ下、
扇畑、浜田、橋ノ本

3月25日 ⑮ 梅ノ木原、野神、北猪ノ阪、南猪ノ阪、宮ノ本、西前田、北開、北溝、南溝、
下赤田、上赤田、鳥休、柴木田

※し尿に関するお問い合わせは、城南衛生管理組合（℡ 075-631-5171）まで

（燃やすごみ）
出せる物・出し方
●台所の生ゴミ　　必ず水切りをする（大切です） 　●紙おむつ　　汚物を取り除いてから出す
●食用油　　少量ずつ紙か布にしみ込ませるか凝固剤で固まらせて出す
●剪定枝　　少量の木切れ、刈り込みなどはひもでくくる（一度に出すのは２～３束まで）
●たばこの吸い殻、掃除機のごみ、紙くずなど　　　●汚れが落ちない容器包装
●古着、古布などは極力リサイクルショップや集団回収などで出してください
※家庭生ごみ自家処理容器等購入費補助制度があります



住民カレンダー
月日 曜日 行　　　　事

3/11 水
育児相談（午前９時半～ 10時半、保健センター）
遊びの広場（午前９時半～ 11時、保健センター）
パワーヨガ教室（午前10時～11時半、いづみ人権交流センター）
古文書入門教室（午後７時～８時半、自然休養村管理センター会議室）

12 木
山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、賀泉苑）
ペン習字教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
パソコン教室 ( 午後２時半～５時、いづみ人権交流センター )
ハーモニカ教室（午後７時～９時、いづみ人権交流センター）

13 金
大正琴教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
図書館講座（午後２時～、山吹ふれあいセンター集会室）
天文台公開（午後７時半～９時、山吹ふれあいセンター）

14 土 IDEゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）
親子で楽しむ紙しばい（午後１時半～、山吹ふれあいセンター図書館）

15 日 第 29回井手町解放文化祭（午前 10時～午後３時、いづみ人権交流センター）
16 月 心配ごと相談・人権相談・行政相談・消費生活相談（午後１時～４時、賀泉苑）

17 火 手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
ＢＣＧ予防接種（午後２時～２時 45分、保健センター）

18 水
パワーヨガ教室（午前10時～11時半、いづみ人権交流センター）
すくすくクラブ（午前10時～ 11時 40分、子育て支援センター）
生き生きふれあいサロン「皆勤表彰＆茶話会」（午後１時半～、玉泉苑）

19 木 パソコン教室 ( 午後２時半～５時、いづみ人権交流センター )
ハーモニカ教室（午後７時～９時、いづみ人権交流センター）

20 金
21 土 春分の日
22 日

23 月
こころの相談室（午前11時～、いづみ人権交流センター・予約制）
ペン習字教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
無料法律相談 ( 午後２時～４時、玉泉苑）

24 火
中華料理教室（午前 10時～、午後７時～、いづみ人権交流センター）
手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
障がい者相談（午後１時半～４時、役場西別館１階会議室）

25 水 パワーヨガ教室（午前10時～11時半、いづみ人権交流センター）

26 木
健康教室（午前 10時～ 11時半、いづみ人権交流センター）
発達相談（完全予約制、保健センター）
パソコン教室 ( 午後２時半～５時、いづみ人権交流センター )
ハーモニカ教室（午後７時～９時、いづみ人権交流センター）

27 金
大正琴教室（午前 10時～ 11時半、いづみ人権交流センター）
人権学習（午前11時半～、午後３時～、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）

28 土 IDEゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）
和太鼓教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

29 日 第 18回ふれあい福祉まつり（午前 10時～、玉泉苑・石垣公園）
30 月
31 火
４/1 水 無火災デー防火パレード
２ 木 山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、玉泉苑）
３ 金
４ 土
５ 日

６ 月 乳児健診（午後１時～１時半受付、保健センター）
心配ごと相談・人権相談・行政相談・消費生活相談（午後１時～４時、玉泉苑）

７ 火
８ 水
９ 木 山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、賀泉苑）

10 金 大正琴教室（午前 10時～正午、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）

(1 月 20 日から 2月 19日までの届け出分・敬称略 )

住 所 赤ちゃん 届 出 人
井 手 濱 岡　樹

いつき
杏 子

多 賀 東　輝
き

 嵐
ら

和 洋

〈
出
生
〉

おめでとうございます まちのカレンダー
（3月11日～4月10日）
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